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第五章 
震災復興都市計画の模擬策定 

（参考） 
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震災復興都市計画の模擬策定 

 

今回、実際に県内の都市における仮想の被害を設定し、県及び市町村

担当者がどのような視点で震災復興都市計画を立案するか、速やかに立

案するための課題は何か等を把握するために、模擬策定作業を行った。

これにより、実際に本手引きを運用する上での課題や県や市町村が事前

に準備しておくべき事項を整理した。 

この模擬策定の実施概要については、できるだけ詳細に掲載すること

で、今後、各市町村で模擬作業を実施する際の参考となるよう取りまと

めた。 
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（１） 震災復興都市計画の模擬策定実施概要 

①実施の目的 

 震災復興都市計画に関する計画策定作業を実際に一通り行うことで、

手続きを進める上での課題を把握する。 

 また、迅速な復興事業計画の策定のため、事前に整理、検討しておく

べき事項を把握する。 

 

②模擬策定の実施スケジュール 

実施部会 実施日 概要 

第１回実施部会 平成２４年 ９月１８日 事前研修 

第２回実施部会 平成２４年１０月１７日 事前研修 

第３回実施部会 平成２４年１１月２０日 
模擬策定作業(第一次・第二次

建築制限区域の設定まで) 

第４回実施部会 平成２４年１２月１３日 

模擬策定作業(復興都市計画

事業計画の作成、結果発表、

公表) 

 

③参加者 

 市町村職員（３０市町）３１名、県職員８名、愛知県都市整備協会職

員１名の計４０名の参加により実施した。 
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 発
生
か
ら
２
ヶ
月
以
内 

  
 
 
 
 

発
生
か
ら
６
ヶ
月
以
内 

 

 
 
 
 
 

都市計画手続(第 2 段階) 
 

・区画整理事業等 
・その他必要な都市施設等

建
基
法
第
84
条
に
よ

る
建
築
制
限 

都市計画手続第(1 段階) 
 

・被災市街地復興推進地域

・主要な都市計画道路 
・近隣公園等 

決定 
特
措
法
第
7
条
に
よ

る
建
築
制
限 

決定 

 

④模擬策定の概要 

以下、第３回、第４回実施部会における模擬策定の概要を「第 1 回ＣＳ（ケーススタディ）」「第 2

回ＣＳ」として示す。 

 

ア 実施の流れ 

震災復興都市計画の流れに即した２段階（２日間）で実施する。 

ただし、震災復興都市計画の流れで示されているすべての項目に

ついて、平坦・網羅的に作業するのではなく、全体の流れを知見と

して押さえつつ、実際の運用上、特に重要と判断される項目に注力

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
１
回 

・都市復興基本計画の策定と公表 

・復興都市計画事業等の都市計画決定 

・都市被害情報の収集、伝達 

・家屋被害概況の調査 

・復興地区区分の検討 

・第一次建築制限区域（案）の申出 

・愛知県復興都市連絡会の招集 

・都市復興基本方針の策定と公表 

・建築基準法第８４条建築制限区域の指定 

・家屋被害状況の調査、復興地区区分の再検証 

・都市復興基本計画（骨子案）の策定と公表 

・被災市街地復興推進地域の都市計画決定（被災市街 

 地復興特別措置法第７条） 

第一次建築制限 

発災後 2 週間を目処 

第二次建築制限 

発災後 2 ヶ月以内 

発災後 6 ヶ月を目処 

（最長 2 年以内） 

震災復興都市計画策定の流れ 

［第 1 回 CS のゴール］ 
●被災市街地復興推進地

域の都市計画決定 

（地区の主要な都市施設

の同時決定も検討） 

［第 2 回 CS のゴール］ 
●復興都市計画事業等の 

都市計画決定 

 

模擬作業の流れ 

６班（５地区） 

第
２
回 
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（ア）第１回ＣＳ 

11 月 20 日 愛知県庁三の丸庁舎８階会議室 

       13：30〜17:10（オリエンテーション、作業）  

 

 

 

 

 

 

（イ）第２回ＣＳ 

12 月 13 日 愛知県庁三の丸庁舎８階会議室 

       13：30〜17:10（オリエンテーション、作業、発表、講評）   

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 模擬策定の対象地区と実施体制 

都市特性の違いによる課題や考え方について確認や検討を行うた

め、以下に示すＡ市からＥ市の５つの地区を設定し、６班（各班６

〜７名）に分かれて実施した。 

 

表－作業地区 

地区

名 
被害特性・地区特性など 

実施班 

Ａ市 社寺、門前町などを含む密集市街地、家屋倒壊、火災被害 １班 

Ｂ市 
未整備の都市計画道路を有する密集市街地、家屋倒壊、火災被

害 

２班 

Ｃ市 広域に大規模被害が発生した密集市街地、家屋倒壊、火災被害 ３班 

Ｄ市 被害が不連続に発生した密集市街地、家屋倒壊、火災被害 ４班 

Ｅ市 津波被害を受けた密集市街地、津波流出被害、家屋倒壊 ５班、６班 

 

１．「自己紹介」「役割決め」を行う 

２．作業を進める上での「前提条件の確認」を行う 

３．「第一次建築制限区域（建築基準法第 84 条建築制限区域）の指定」を行う 

４．「第二次建築制限区域（被災市街地復興推進地域）の決定」を行う 

５．本日の作業を振り返る 

１．前回の積み残しの作業を完了させる 

２. ｢復興都市計画事業等の都市計画決定のための事業計画草案（行政案）の作成」

を行う 

３．検討結果を取りまとめる 

４．前回･本日の作業結果を発表する 

５. 本日の作業を振り返る 
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⑤ 模擬策定の実施にあたっての前提条件 

 模擬策定の実施にあたっては、事務局が前提条件（全地区共通の条件、

地区毎の条件）を提示し、これをもとに、各班が必要な情報を読み取り

ながら作業を進める形とした。 

 なお、不足する情報については、各班で自由に前提条件として設定す

ることも可能とした。 

 

ア 全地区共通の条件 

 

（ア）時系列に沿った情報精度の調整 

模擬策定作業が対象としている事務手続きは、被災後２週間から

６ヶ月までと長期に渡ることから、各作業時点に入手できる都市被

害状況のデータやシチュエーションを、手続きの時系列に沿って段

階的に配布をするなどの工夫を行った。 

 

（イ）シチュエーション・参加メンバーの立場 

以下のような状況・立場を設定した。 

第１回ＣＳ開始時のシチュエーション・あなたの立場 

・○月○日に南海トラフの巨大地震が発生しました。 

・想定されていたものより地震動や津波高は大きく、甚大な被

害が広域に発生しました。 

・本県においても、内陸部や沿岸部で、建物被害、火災被害、

津波被害が発生しました。 

・震災発生直後は、所属する自治体内で被害情報の収集や応急

対応に従事していましたが、7 日目に、より大きな被害が発

生している他市への応援派遣が決定し、8 日目からその市に

赴き震災復興都市計画の作成を行うこととなりました。 

・コンサルタント等の応援も続々と到着しており、情報収集作

業も徐々に進んできています。 

・被災地は中心市街地等であるため、首長より、現位置での復

興が指示されています。 

・あなたには、計画作成担当者として、入手した情報からその

時点で判断される最適な案を検討し、計画を取りまとめてい

ただきます。 
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第２回ＣＳ開始時に追加したシチュエーション・あなたの立場 

・都市復興基本計画（骨子案）の公表等により、住民主体での

復興計画づくりや協働を目指すメッセージ発信に努めました

が、都市部特性からか地元住民による主体的な組織づくりや

自主検討の動きはありません。そのため、次の目標とする６

ヶ月後までの復興事業の都市計画決定に向けて、行政側が主

導して復興計画案のたたき台（事業計画草案）を示し、協議

組織立ち上げ及び住民合意形成を促進させていくこととなり

ました。 

・被災住民への意向アンケートによると、当該地区の単身高齢

者･高齢世帯等を中心に、資金不足等の問題から、自力での自

宅再建を諦め、災害公営住宅での生活再建を希望される方が

多数居ることが判明しました。そのため、住宅部局との調整

を進めながら、地区内に災害公営住宅の建設も計画すること

となりました。 

 

イ 地区毎（Ａ〜Ｅ市）の条件 

 

（ア）地区カルテ 

都市計画を検討する上で必要となる基本情報（建物・土地利用

の状況、都市計画施設の配置状況、生活基盤の状況など）を網羅

した地区カルテを用意した。 

（イ）家屋被害概況図 

第一次建築制限区域（建築基準法第 84 条建築制限区域）の検討

の前提となる資料として、家屋被害概況図を用意した。当該図の

基本的な仕様は、手引き（手続き編）P19～21 による。 

（ウ）家屋被害状況図 

第二次建築制限区域（被災市街地復興推進地域）の検討の前提

となる資料として、（イ）よりも詳細な被害情報を示した家屋被害

状況図を用意した。そして、第１回ＣＳ開始から、約９０分後の

第二次建築制限区域（被災市街地復興推進地域）の決定作業時に

配布した。当該図の基本的な仕様は、手引き（手続き編）P51～54

による。 

（エ）その他 

その他の情報として、都市計画総括図、航空写真、都市計画道

路整備状況・土地区画整理事業施行済状況（出典：マップあいち）、
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都市計画マスタープランを用意した。 

    今回の復興計画策定は、市の首長判断で、現位置復興とするこ

とをシチュエーション設定で規定した。 

    津波被害ケースにおいては、津波防護施設の整備による今次以

降の津波被災リスクを別途設定し、残存する津波リスクを踏まえ

た復興計画策定に取り組んだ。 



(R6 年 3月一部改訂) 

 
 

131 

■家屋被害概況図の内容 

 
※下図は、仮想の被災状況図等を含むことから、家屋被害 

概況図を簡略・省略化している。実際には右図のとおり、 

1/2,500 の地形図をベースに細かく図示したものを用意 

した。 

 

提示した家屋被害概況図（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・家屋被害概況図は、発災後 10 日以

内を目処にまとめられる被害状況

を図に整理するものです。 

・実際には、白図に手書きなどで書き

込まれたものとなります。 

・今回は、ケーススタディとして全

焼・全壊の建物被害割合を色塗りし

てわかりやすく表示しています。 

・建物被害割合 30%以上(中被害以上)

のみを表示していますが、30%未満

の被害も発生しているものと考え

て差し支えありません。 

 

●市 

駅 

鉄

道 

河

川 

現況の幹線的な道路 

既決定都市計画道路 

中被害 
40%以上 50%未満 

30%以上 40%未満 

大被害 

小被害 

60%以上 

50%以上60%未満 

30%未満 

家屋被害概況(全壊・全焼の割合) 
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■家屋被害状況図の内容 

 
※下図は、仮想の被災状況図等を含むことから、家屋被害 

概況図を簡略・省略化している。実際には右図のとおり、 

1/2,500 の地形図をベースに細かく図示したものを用意 

した。 
 

提示した家屋被害状況図（イメージ） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・家屋被害状況図は、発災後１ヶ月以

内を目処に調査される被害の詳細

な情報を図にしたものです。 

・今回は、ケーススタディの作業用図

面として、判断しやすいよう必要事

項を表示しています。 

・この図の情報から被害の要因(密集、

延焼遮断機能、空地等)を仮定し、

それに基づいて計画を立案してく

ださい。 

家屋被害状況 

30%以上 40%未満のイメージ 

●市 

駅 

鉄

道 

河

川 

60%以上のイメージ 

50%以上 60%未満

のイメージ 

40%以上 50%未満のイメージ 

全 焼 

全 壊 

半 焼 

半 壊 

その他表示 

学 校 

社 寺 

既決定都市計画道路 

幅員 4m 未満道路 

現況の幹線的な道路 
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（津波被害の復興に係る前提条件） 

・津波被害からの復興計画について、堤防施設管理者等との協議が進められ、越水

箇所の堤防嵩上げを伴う堤防施設復旧整備計画が定められた。 

・しかしながら、その堤防計画高に基づいたＬ２クラスの津波に対する津波シミュ

レーションの結果からは、依然浸水リスクは残ってしまうことが判明している。 

・今後のＬ２クラスの津波に対して、今次被災浸水深から 1.5ｍを減じた深さの浸

水のリスクが残存している、とした復興計画を立案するものとする。 

 

家屋被害状況 

流出等 

全 壊 

半 壊 

その他表示 

学 校 

社 寺 

既決定都市計画道路 

現況の幹線的な道路 

浸水深 

０〜１ｍ 

１〜２ｍ 

２〜３ｍ 

３〜４ｍ 

４〜５ｍ 

●市 

駅 

鉄

道 

河

川 

 ※Ｅ市については、津波被害のケースである。津波浸水被害による建物被害等を

対象とした計画策定とするとともに、今次以降の津波浸水リスクも踏まえて計

画策定するため、下記条件を付して進めた。 

 

提示した津波被害ケースの家屋被害状況図（イメージ） 
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⑥ 模擬策定作業のプログラム ※オリエンテーション資料 

 

 

第 1回ＣＳ 
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第 1回ＣＳ 
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第 1回ＣＳ 
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第 1回ＣＳ 
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第２回ＣＳ 
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第２回ＣＳ 
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 第２回ＣＳ 
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第２回Ｃ
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⑦ 作業の様子 

ア第１回ＣＳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ第２回ＣＳ 
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（２） 震災復興都市計画の模擬策定の結果 

① 作業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②模擬策定の結果の整理 

 模擬作業の結果を次頁より示す。ページ数の制約から、Ａ市、Ｅ市以

外は、概要・抜粋整理とした。 

被害概況図 
資料・データ 

地区カルテ 都市計画図 現在の航空写真 

都市計画マスタープラン 

検討内容 

復興地区区分の検討・第一次建築制限区域 

都市復興基本方針 

追加資料・データ 被害状況図 

検討内容 
復興地区区分の再検証・第二次建築制限区域 

都市復興基本計画(骨子案) 

検討内容 
復興事業計画(草案)・事業の都市計画決定 

都市復興基本計画 
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ア第１班 Ａ市 

 

（ア）地区カルテ 
代表的 

施設 

・地区北部に、市内で乗降客数が最も多い鉄道駅が位置 

・駅南部に、由緒ある社寺が位置し、多くの参拝客で賑わう 

地区の 

骨格 

・鉄道に並行して東西に通る数本の県道や、鉄道と平面交差し南北方向に

通る国道・県道などによって、地区の骨格を形成 

市街地 

建物・土地利

用 

・駅周辺や、地区の骨格を成す幹線道路沿道において商業・業務系や工業

系の建物が多くみられるが、基本的には専用住宅地としての性格 

・駅南部に広がる既成市街地は、社寺が点在して門前町として栄えた歴史

があり、社寺の東側には商店街が形成されている 

人口動向 

・大都市近郊のベッドタウンとして、都市化が進行 

・そのため、地区一体としては、人口は増加傾向、高齢化率も市平均に比

べて低い 

・しかし、駅南部に広がる木造密集市街地を中心とした地区は高齢化が進

んでおり、しかも高齢者夫婦のみや高齢者単身の世帯が多い状況にある 

用途地域 

・地区の大半が住居系用途地域（専用系も広く分布） 

・駅周辺は商業系用途地域 

・地区西部や東部に位置する大規模敷地は工業系用途地域 

都市計画 

施設 

・都市計画道路が縦横に位置づけられているが、全体として、歩道未整備

や車線不足等の区間が多い 

・特に、駅南部に広がる既成市街地内では、駅へのアクセス道路など、地

区の骨格を成す路線が未整備・未改良 

生活基盤 

・地区周辺には区画整理の実績はなく、特に駅に近い南側では基盤が整っ

ていない地区がある。それ以外は、土地改良事業等による、比較的都市

基盤が整った地区や整形な街区が広がる 

・駅南部周辺に広がる既成市街地は、狭あい道路や木造住宅が多く、防災

上問題のある木造密集市街地の状態 

都市マス上の

主な位置づけ 

・駅周辺において街なか居住拠点の形成（各種機能の複合化、人口集積等） 

・駅北部において地域サービス拠点の形成（公共サービス機能の集積） 

・駅南部において歴史･文化拠点の形成（寺社等の景観保全、散策路整備 等） 

被害状況 

・駅の南側の老朽・木造建築物が集積しているところを中心に、多くの倒

壊被害が生じた。多くの倒壊被害が生じたのは、古くからのまちで、基

盤未整備のため狭隘道路が多く、建て替えが進まなかったことも要因と

なっている 

・駅の南側の一部で、地震直後に出火し、木造建築物が密集している地区

で延焼が広がった。一部、倒壊による道路閉塞もあり、消防活動が遅れ

たことも、延焼の一因となっている 

 

（イ）被害概況図 
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（ウ）第一次建築制限区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）第二次建築制限区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社寺 

 

商業施設 

 

学校 

【重点復興地区】 

第一次建築制限区域指定時の重

点復興地区のうち、特に被害が

多い東側のみを重点地区とした 

【復興促進地区】 

第一次建築制限区域指定時の重点復興地

区のうち、学校と社寺を除いて復興促進地

区とした 

幹線・補助幹線道路のネットワークを考慮

し、新規の道路を計画 

 

社寺 

 

商業施設 

 

学校 

【復興促進地区】 

鉄道の北側の家屋被害割合 30%

以上の地区に復興促進地区を指

【復興誘導地区】 

家屋被害割合は 30%未満ではあるが、

重点復興地区と一体として、復興を誘

導する地区を指定 

【復興誘導地区】 

家屋被害割合は 30%未満ではあるが、復興促進

地区と一体として、復興を誘導する地区を指

【重点復興地区】 

鉄道の南側で家屋被害割合 30%以上の地

区で、被害の少ない社寺と学校も含め

て、広い範囲に重点復興地区を指定 
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（オ）復興都市計画事業区域、復興事業計画草案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市計画事業区域(重点復興地区)】【復興促進地区】 

第二次建築制限区域指定時と同じ 

① 

道路の配置、計画について 

  既決定の都市計画道路を基本としているが、一部、駅前へのアクセス道路を

変更した。これは、既計画がクランク状であるのに対し、地区界南側の幹線

道路から直接アクセスする配置に変更するものである。① 

  復興促進地域内には、ネットワークを考慮した新規の幹線・補助幹線道路を

配置している。② 

  補助幹線道路は概ね 250m 間隔で、主要区画道路は、概ね 50m 間隔で配置して

した。(図省略) 

 

社寺 

 

商業施設 

 

学校 

近 

住 街

街街

街

街

② 

幹線・補助

幹線道路 

近 

街

住 

近隣公園 

街区公園 

災害公営住宅 

公園の配置、計画について 

  地区周辺の公園の配置状況をみて、不足している近隣公園を区画整理事業区域

中央、延焼被害がかたまっている場所に配置した。 

  幹線・補助幹線道路に囲まれたブロックに１か所づつ、街区公園レベルの公園

を配置した。 

近 

街

災害公営住宅の配置、計画について 

  高齢者に配慮し、駅と商店街に近く、延焼被害が多い地区に配置した。 住 
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（カ）都市復興基本計画(要旨) 

1)  
2) a 被災市街地の整備の方針 

駅南部に広がる既成市街地は社寺が点

在し門前町とした歴史があり、社寺の東

側には商店街が形成されている。このこ

とから「まちなか居住都市」としての地

域特性に配慮した適切な土地利用を図り、

自然災害に強い都市基盤の整備改善に取

り組む。大規模な被災を受けた「駅南部」

については、重点的に市街地の復興を図

るため、必要な建築制限を実施し、市街

地開発事業等により、基盤施設の再配置

や整備改善を公共施設管理者や民間事業

者等と連携し、まちづくりのグランドデ

ザインと一体となったルートの見直しな

ど、防災機能の付加、公共施設等の建築

物の構造強化等を行うことを検討する。 

 

3) b 地区毎の市街地復興の基本的な考え方 

 

  地区１・・・重点復興地区 

駅周辺地区の抜本的な復興により地域の拠点づくりを進めていく

ため、土地区画整理事業により、現況道路、地形にとらわれず、計画

的に道路・公園を計画し、潤いのある良好な住宅地を整備する。 

 

  地区２・・・復興促進地区 

老朽化し耐震性の低い建物の倒壊などにより、主に中被害が生じた

地域である。現況道路・地形を重視して、新規の都市計画道路を指定

するとともに、地区計画の地区施設で主要な生活道路等を指定し、新

たな住環境整備を促進する。また、地区計画による建築物誘導と合わ

せて、民間の積極的な復興を支援していく。 

 

整備方針図 
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イ第６班 Ｅ市 

 

（ア）地区カルテ 

代表的 

施設 

・地区南部に、市内で乗降客数が最も多い鉄道駅が位置 

・地区西部に市役所が位置 

 

地区の 

骨格 

・鉄道に並行して東西に通る県道や、駅へのアクセス道路にもなっている

南北方向の県道などによって、地区の骨格を形成 

・地区中央部を河川が縦貫 

市街地 

建物・土地利用 

・駅周辺や地区の骨格を成す幹線道路沿道では、商業・業務系の建物が多

くみられ、特に、駅周辺では、再開発ビルも立地して中心市街地を形成 

・その他地区は、基本的に専用住宅地としての性格 

・駅北部に広がる住宅地内には、社寺等の歴史・文化的資源が点在し、一

部、城下町としての佇まいが残る 

人口動向 

・人口総数は減少傾向 

・地区全体としては、高齢化率は市平均に比べて低いが、駅北部に広がる

既成市街地は高齢化は進行している。しかもこの既成市街地は、高齢者

夫婦のみや高齢者単身の世帯が多い状況にある 

用途地域 

・地区の大半が住居系用途地域（専用系も広く分布） 

・駅周辺は商業系用途地域 

・地区東部の幹線道路沿道一帯は工業系用途地域 

・地区北東部・西部は市街化調整区域 

都市計画 

施設 

・都市計画道路が縦横に位置づけられており、駅周辺の路線については、

未整備・未改良区間が多い 

生活基盤 

・鉄道以南は、広い範囲で区画整理による基盤整備済地区となっているが、

駅北部は基盤未整備である 

・駅北部に広がる既成市街地は、城下町としての佇まいが残る一方、狭あ

い道路や木造住宅が多く、防災上問題のある木造密集市街地の状態 

都市マス上の

主な位置づけ 

・地区全体で、当該都市の中心拠点の形成（高度な商業集積、各種機能の

集積 等） 

・駅北部の木造密集市街地における、市街地の改善を行うなどの防災性の

向上 

・散在する社寺等の歴史・文化的資源を生かし、観光･交流拠点の形成（沿

道を中心に景観形成等） 

被害状況 

・主に駅北部の老朽・木造建築物が集積しているところを中心に、多くの

倒壊被害が生じた。多くの倒壊被害が生じたのは、古くからのまちで、

基盤未整備のため狭隘道路が多く、建て替えが進まなかったことも要因

となっている 

・地震発生 90 分後には、津波が川を遡上し一部の箇所で越水したことに

より地区に浸水被害が生じた。当地区の市街地部では最大 3m 浸水深と

なり、多くの建物が流出・倒壊した 

 

（イ）家屋被害概況図 
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（ウ）第一次建築制限区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）第二次建築制限区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【復興促進地区】 

第一次建築制限区域指定時

の重点復興地区のうち、重

点復興地区以外の浸水被害

のない、建物倒壊の多い地

区を復興促進地区とした 

【復興誘導地区】 

堤防の嵩上げにより、今

後浸水リスク軽減を踏ま

えても、0.5m 以上の浸水

リスクがある地区を復興

誘導地区として指定した 

【重点復興地区】 

家屋被害割合 30%以上の地

区を一体的に重点復興地区

として指定 

・第一次建築制限以降に以下のよ

うに浸水深が明確になった。 

・さらに、津波被害からの復興計

画について、堤防施設管理者等

との協議が進められ、越水箇所

の堤防嵩上げを伴う堤防施設

復旧整備計画が定められた。 

・しかしながら、その堤防計画高

に基づいたＬ２クラスの津波

に対する津波シミュレーショ

ンの結果からは、依然浸水リス

クは残ってしまうことが判明

している。 

・今後のＬ２クラスの津波に対し

て、今次被災浸水深から 1.5ｍ

を減じた深さの浸水のリスク

が残存している、とした復興計

画を立案するものとした。 

 

【重点復興地区】 

第一次建築制限区域指

定時の重点復興地区の

うち、津波による流出の

多い地区を重点復興地

区とした 

0～1m 

1～2m 

2～3m 

3～4m 

4～5m 
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（オ）復興都市計画事業区域、復興事業計画草案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益 
 

学校 

 

学校 

 

学校 

街 

街 

道路の配置、計画について 

  幹線・補助幹線道路は、既決定の都市計画道路を基本とし、その他新たに駅前

広場とそのアクセス補助幹線道路を新たに配置した。 

  さらに、駅南についても、災害公営住宅の配置と合わせた補助幹線道路を配置

した。 

公園の配置、計画について 

  誘致距離を考慮し、3箇所の街区公園を配置した。 

□災害公営住宅の配置、計画について 

  高齢者の利用に配慮し、駅に近い位置・南側に配置した。 

  街区公園に隣接させ、また、合わせて補助幹線道路の配置にも配慮した。 

街 

住 

幹線・補助幹

線道路 

街

住 

街区公園 

災害公営住宅 

【復興促進地区】 

第二次建築制限区域決定時

の復興促進地区をそのま

ま、修復型の基盤整備を行

う地区とした 

【復興誘導地区】 

第二次建築制限区域決定

時の復興誘導地区をその

まま、まちづくりのルー

ルにより誘導する地区と

した 

【重点復興地区】 

第二次建築制限区域決

定時の重点復興地区を

そのまま、嵩上げも行う

区画整理の事業区域と

した 
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（カ）都市復興基本計画(要旨) 

 

4) ①被災市街地の整備の方針 

被災した市街地については、一定の安全性

を確保した上で、津波及び地震を想定したシ

ミュレーションを参考に、住宅地、商業地、

業務地、工業地や必要に応じて建築制限を行

う地域などを適切に配置する。 

市民生活の根幹となるライフラインととも

に損壊した市道等の早期復旧を図る。また、

壊滅的に被災した市街地では既存の都市計画

道路の整備を見直し、災害に強い幹線道路網

の確保を図る。 

 

5) b 被災市街地の整備方針 

  地区１・・・重点復興地区 

抜本的な復興により地域の拠点づくりを進めていくため、区画整理

事業などにより基盤整備を行う。水害リスク低減のため地盤のかさ上

げを行う。駅を中心とした市街地に再生させる計画とする。駅前広場

の整備をし、都市施設の充実を図る。公営住宅用地を確保し被災者の

生活再建に努める。 

  地区２・・・復興促進地区 

老朽化した耐震性の低い建物の倒壊などにより主に中被害が生じ

た地域である。基盤整備を行い狭隘道路の解消を図る。 

地区計画において巾員の確保を行い、建物更新を随時図っていく。

伝統ある社寺があるため緑地の保全を図る。 

  地区３、地区４・・・復興誘導地区 

浸水被害が生じた地域であり、堤防のかさ上げに伴い沿線のかさ上

げも図られるが、さらなる水害リスクを減らすために、地盤高を上げ

る等の新たなまちづくりルールを導入する。 

6)  
7) c 整備の具体的なスケジュールなど 

区画整理の都市計画決定後、２年後に事業認可、１０年後に事業完

了とする。 

整備方針図 
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ウＢ市、Ｃ市、Ｄ市、Ｅ市（５班）の計画概要 

被害概要図及び事業計画草案 計画の概要 

 第２班 Ｂ市  

【家屋被害概況図】 

 

 

 

 

 

 

 

【復興事業計画草案】 

・ 駅東の家屋被害割合 30%以上の地区を中心に、

鉄道と河川に囲まれた地区を重点復興地区=区

画整理事業区域としている。一部、都市計画道

路の整備を考慮して沿道を含む区域設定をし

ている。 

・ 重点復興地区周辺に６地区の復興促進地区を

指定し、地区計画により復興まちづくりを促進

する方針としている。 

・ 幹線・補助幹線道路としては、既計画の都市計

画道路を基本としつつ、一部、線形の変更を行

っている。 

・ 都市計画マスタープランに基づき、河川沿いの

緑道を計画している。 

・ 近隣公園は、一次避難地としての機能を考慮

し、全焼被害の固まっている河川沿いの環境軸

沿いに計画した。 

・ 災害公営住宅は、高齢者の利用を考慮し、駅前

の延焼被害が固まっている場所に計画した。 

第３班 Ｃ市 

【家屋被害概況図】 

 

 

 

 

 

 

 

【復興事業計画草案】 

 

 

・ 家屋被害割合40%以上の基盤未整備地区を中心

に２地区を重点復興地区=区画整理事業区域と

している。 

・ それ以外の、幹線・補助幹線道路や河川に囲ま

れた一体の地区を復興促進地区とし、地区計画

により復興まちづくりを促進する方針として

いる。 

・ 重点復興地区と復興促進地区の周辺を復興誘

導地区としている。 

・ 道路は、２つの重点復興地区内にそれぞれ、主

要区画道路レベルの道路を計画している。ま

た、河川沿いには、緑道を計画している。 

・ 公園は、２つの重点復興地区にそれぞれ、街区

公園レベル公園を計画している。 

・ 災害公営住宅は、２つの重点復興地区にそれぞ

れ、延焼被害が固まっている場所に計画した。 
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被害概要図及び事業計画草案 計画の概要 

第４班 Ｄ市 

【家屋被害概況図】 

 

 

 

 

 

 

 

【復興事業計画草案】 

 

 

 

・ 駅の東側の家屋被害割合40%以上の地区を中心

に 1 地区、駅の西側も家屋被害割合 30%～40%

であるが１地区、計２地区を重点復興地区=区

画整理事業区域としている。 

・ 復興促進地区の指定はない。 

・ 幹線・補助幹線道路は、既決定の都市計画道路

を基本としつつ、駅西地区においては新規道路

を計画し、東西軸の充実を図った。さらに、駅

東地区においては、既決定の都市計画道路を延

伸して、南北方向の幹線・補助幹線道路を計画

した。 

・ 公園は、市街地の安全に配慮して、２つの重点

復興地区にそれぞれ、街区公園を計画した。そ

のうち駅西地区については、回遊性や市民の憩

いの場として駅前に配置した。 

・ 災害公営住宅は、２つの重点復興地区にそれぞ

れ、被災が固まっている場所に計画した。 

第５班 Ｅ市 

【家屋被害概況図】 

 

 

 

 

 

 

 

【復興事業計画草案】 

 

 

 

 

 

・ 全壊、流出被害の割合・分布、狭隘道路の状況

を考慮し、川の西側の中心市街地に３地区を重

点復興地区=区画整理事業区域としている。 

・ 津波浸水被害地区で、堤防補強により被害が軽

減される地区や基盤整備済地区、２地区を復興

促進地区とし、地区計画により復興まちづくり

を促進する方針としている。 

・ 比較的津波被害の少ない商業・工業地を復興誘

導地区とし、緩やかな建築物誘導を行う地区と

した。 

・ 幹線・補助幹線道路は、既決定の都市計画道路

を基本とし、これを補完する形で３本の新規道

路を計画した。 

・ 公園は、市街地の中央に近隣公園を配置し、そ

れ以外には、全体的なバランスを見て街区公園

を西部と南部に２か所計画した。 

・ 災害公営住宅は、浸水被害地区に近隣公園に隣

接して配置した。 
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③結果の考察 

 

班名 結果の考察 

第 1班 

Ａ市 

第一次建築制限では建築基準法第 84 条の区域(重点復興

地区)を大きくとり、第二次建築制限ではその中を被災市街

地復興推進地域(重点復興地区)と復興促進地区に区分して

おり、実態として十分に考えられる指定の方法と思われる。 

区画整理事業区域内については、既決定の都市計画道路

を変更し、駅前のアクセス性を向上させており、適切な判

断であるいえるが、一方で駅前広場の位置が南北でずれる

ため、駅の位置の改良なども課題となる。 

復興促進地区においても、幹線・補助幹線道路のネット

ワークを形成するために新規都市計画道路を配置するとと

もに、地区計画による地区施設として現道を基本とした適

切な区画道路の配置が行われている。 

第２班 

Ｂ市 

第 1班とは逆に、建物被害概況で被害割合 30%以上の地区

を基本に最低限の建築基準法第84条の区域(重点復興地区)

の指定を行い、第二次建築制限で詳細な被害状況を考慮、

また、一体的な市街地整備を考慮して被災市街地復興推進

地域(重点復興地区)を拡大する方法をとっている。実態と

しては、拡大された区域において一部建築がはじまった場

合には、事業区域の設定、事業計画の配慮が必要となろう。 

一部、都市計画道路の事業化を考慮し、沿道タイプの事

業区域の指定については、柔軟な区域の指定として、実際

にも活用できる方法であると考えられる。 

都市計画道路の配置としては、被害状況を考慮し、既決

定を一部変更したり、新規に計画したりするなどしている。

震災復興土地区画整理事業を機に、既往の都市計画決定を

見直し適正に再配置することは、十分に考えられる。 

また、河川沿いの緑道と近隣公園の計画は、都市計画マ

スタープランや景観、防災に配慮した適切な計画である。 

一方、復興促進地区についても、地区計画を前提とした、

主要な道路等の地区施設の計画が望まれるところである。 
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第３班 

Ｃ市 

第 1班と同様、第一次建築制限では建築基準法第 84 条の

区域(重点復興地区)を大きくとり、第二次建築制限ではそ

の中を被災市街地復興推進地域(重点復興地区)と復興促進

地区に区分している。 

第二次建築制限では、被害割合の大きい地区を中心に 2

つの被災市街地復興推進地域(重点復興地区)を指定してい

る。それぞれの区域内に新規に道路を配置しているが、幅

員が１２ｍと主要区画道路レベルであり、地区内で完結し

ている。復興促進地区まで含めた幹線・補助幹線道路のネ

ットワーク形成が望まれる。 

さらに、これと合わせて、復興促進地区での地区計画を

前提とした、主要な道路等の地区施設の計画も望まれると

ころである。 

公園の配置については、やや大きな街区公園レベルの配

置がされている。一次避難地としては、学校が多くあるこ

とからその活用が考えられるものの、改めて近隣公園の必

要性については、広域からみた検討が必要と考えられる。 

第４班 

Ｄ市 

第一次建築制限での建築基準法第 84 条の区域(重点復興

地区)と、第二次建築制限での被災市街地復興推進地域(重

点復興地区)はほぼ同一であるが、駅の西側にもう１地区、

被災市街地復興推進地域(重点復興地区)を追加指定してい

るのが特徴である。広い範囲において、第一次建築制限が

かかっていないところに第二次建築制限をかけることとな

り、実態としては様々な課題が生じることが考えられる。

第一次建築制限を慎重に行うべきケースとして良い事例と

なった。 

区画整理事業区域内において、既決定の都市計画道路に

加わえ、新たな幹線・補助幹線道路が配置されているが、

駅東側についてはネットワークが形成されていないことが

課題として残る。 

また、当地区は、大規模な延焼被害が生じたケースであ

り、計画の中で延焼防止対策が検討されるべきと考える。 



(R6 年 3月一部改訂) 

 
 

156 

 

 

 

 

第５班 

Ｅ市 

Ｅ市は、倒壊の被害に加え、津波による流出被害もみら

れるケースとして行っているため、他の班より検討内容が

複雑となっている。第二次建築制限時には、河川管理者と

の協議で堤防嵩上げの計画が出され、市街地の復興の方針

を第一次建築制限時から変更することも考えられるケース

となる。 

実際に本模擬作業においても第二次建築制限において

は、第一次より重点復興地区が一部縮小されており、特に

浸水被害があった地区は復興促進地区や復興誘導地区にな

っているのは、実態に即しているといえる。 

復興促進地区や復興誘導地区においては、堤防嵩上げ後

においても生じると予想される浸水深を考慮して、敷地の

嵩上げや建築物の構造の制限を行う方針としている点は現

実的な判断の一つといえる。 

また、災害公営住宅は公園と一体に配置し、浸水時の避

難ビルの機能を持つ避難拠点として位置付けている点は、

適切であるといえる。 

第６班 

Ｅ市 

第５班と同じ条件であり、区域のとり方は異なるが、第

二次建築制限においては、第一次より重点復興地区が一部

縮小されている点は同様である。 

第５班との違いは、被災市街地復興推進地域＝区画整理

事業区域が小さく、浸水被害のない家屋の倒壊被害のみの

地区は、復興促進地区としている点である。この場合、復

興促進地区には、地区計画による地区施設として主要な区

画道路を計画しており、修復型の市街地整備に配慮してい

る。 

浸水被害のあった地区で、堤防嵩上げ後も 0.5～1.5 の浸

水被害が予想される地区は、復興誘導地区とし、まちづく

りのルールにより敷地の嵩上げや建築物の構造を誘導して

いく点は、第５班と同様な考え方である。 

災害公営住宅を公園と一体に配置している点も第５班と

同様であるが、駅に近い位置に配置している点が異なり、

より高齢者の利便性に配慮している。 
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（３） 震災復興都市計画の模擬策定からの課題等の整

理 

 

以下に、参加した市町村担当者の意見も踏まえ、震災復興都市計画の

手続きを進める上での課題や、事前に取り組むべき事項について整理す

る。 

① 震災復興都市計画の手続きを進める上での問題点と課題 

 

  建築制限区域の指定について 

・ 今回の模擬策定からは、第一次、第二次建築制限区域の検討における

区域設定の考え方において、班毎に違いが見受けられた。大きく分け

て、第一次建築制限では広い範囲で指定し、第二次建築制限で絞り込

むケース、逆に、第二次建築制限で拡大や追加をするケースの２通り

となった。これは、第一次、第二次建築制限の作業時における被害状

況の情報精度が異なることが要因のひとつと考えられる。また、今回

の模擬策定においては、全体的に作業時間が短く、この区域設定作業

にあまり時間が充てられなかったことも要因と考えられる。 

・ 実際の被災時においては、第一次建築制限の検討時には、非常に限ら

れた情報に依って判断を進めなけらばならない。そのため、現地被災

状況を目視で照応させるなど、できる限りの補足をしていくこととな

る。そして、この建築制限区域の設定は、その時点における最善な設

定としていくこと、また、第二次建築制限に継承されていくことが基

本である。特に、一連の手続きの中で、行政側が、都市計画や事業の

必要を判断し、事業実施の導入を宣言するという意味を持つ第一次建

築制限の区域設定は、その先を見据えて的確な検討が進められなけれ

ばならない。 

・ そのため、第一次建築制限の検討における被災情報の収集に関する手

順や作業方法について、引き続き検証を進め、初動時期での、より精

度の高い情報収集が可能となるよう手引きの拡充を図っていく必要

がある。 

・ また、模擬作業の運営企画においても、この区域設定により多く時間

が割けるよう配分の見直しなどを進め、限られたリソースから制限区

域という重要な政策判断をすることの困難さを参加者が認知するこ

とに重点を置いたプログラムとなるよう修正をかけていく必要があ

る。 
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8) 検討対象地区の設定について 

・ 今回の模擬策定用の被害発生地区の設定は、作業時間等を勘案し、局

所的なエリアと限定して用意した。しかし、実際に災害が発生した場

合には、相当大きなエリアで被害が発生することや、被害地区が分散、

連たんする形で複雑に発生することが想定される。これら地区の設定

について、より実際の被害発生状況に近づくよう工夫していく必要が

ある。 

 

  本県の都市特性による課題 

・ 今回の模擬作業では、災害公営住宅の計画地の選定作業も盛り込んで

進めたが、相当人口が集積した本県の状況からすると、被災時には、

もっと大規模な収容人数の住宅計画を市街地内で進めていくことが

想定される。都市の復興と住宅の復興の連携の必要性については、前

章で提示したところであるが、今後の模擬作業においては、人口や世

帯構成等から個別住宅、公営住宅の需要規模・面積などを設定する作

業の追加など、想定される課題が体験できるよう工夫していく必要が

ある。 

 

  段階的都市計画 

・ 今回の模擬策定においては、建築制限区域や復興事業区域の検討に合

わせて、幹線・補助幹線道路や近隣公園などの主要な都市施設の計画

も試みた。地区の周辺を含めた広い範囲から見て配置したケースと、

地区で完結する形で配置したケース等、計画内容も様々であった。 

・ 実際の被災時においても、これら主要な都市施設の都市計画決定は、

短期間で決定しなくてはならない反面、都市や市街地の骨格をなす重

要な都市施設施設であることから、慎重にならざるを得ない面も持つ。 

・ 被災時に、より円滑に、望ましい都市施設の計画ができるか否かは、

「事前に取り組んでおく事項」として後述するとおり、都市計画の方

針や計画を定めておくことや、職員の日ごろの都市計画技術の研鑚が

必要となる。 

 

  手引きの活用方法と充実について 

・ 実際の被災時に円滑に復興都市計画を行うためには、日頃から本手引

きを熟知しておくことが重要であるものの、本手引きが、あらゆる都

市状況、被災状況にも応じた万能なものでないこと、一読したからと

言ってすぐに活用できるものでないことを、十分認識しておくことが

必要である。 
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・ 実際に模擬策定を一通り行うことで、本手引きの内容や要点を改めて

理解できたとの声も多く、またさらに、様々な都市課題も浮き彫りに

なる。 

・ 今後も様々なケースの模擬策定の実施を進め、本手引きの理解を深め

るとともに、円滑な震災復興都市計画のためのより具体的な課題を抽

出し、手引きのより一層の充実を図っていくことが課題となる。 

・ 各市町村においては、市町村版の模擬訓練作業を実施し、地域事情に

精通した担当職員が取り組み、そこで得たノウハウを具体的な市町村

版手引き（危機管理マニュアル）として策定を進めておくことが、有

効である。 

 

 

② 事前に取り組んでおく事項の整理 

 

  県・市町村の復興都市計画に係る体制づくり、職員啓発 

・ 職員の能力・技術開発が重要であり、模擬訓練や技術研修などの実施

を進める。市町村単位で行うことが、危機管理上最も有効である。 

・ 震災復興都市計画に係る組織、体制を明確化 

Ｈ２４年４月愛知県では、県庁ＢＣＰに本手続きを非常時優先業務と

して改めて位置づけ、非常時における人員確保リスクの低減を図った。 

また、県庁参集方法や市町村との情報連絡網などの職員の行動詳細を

定める激甚災害時初動活動マニュアルの策定も完了した。 

市町村においても、これら組織、体制、職員の行動などを個別に定め

ていく必要がある。 

  事前の復興まちづくり、防災まちづくりの方針、計画づくり 

・ 復興都市計画で事業区域、事業手法の設定を円滑に行うためには、都

市計画マスタープランにおいて、まちづくりの方針や被害予測に基づ

いた復興まちづくり計画を予め策定しておくことも有効である。どの

ような形でマスタープランに組み入れていくことが可能かについて、

検討を進めていく必要がある。 

  データ、資料の整理活用 

・ 復興都市計画の基礎データとして、都市計画基礎調査結果を活用し、

都市被害に関する危険度評価等を進めることが有効である。 

  地元の啓発、参加型まちづくりの推進 

・ 復興都市計画では、住民の合意形成が重要であり、予め危険度を周知

するとともに、日ごろからまちづくりの関心を高めておくことが有効

である。そのためにも、危険度マップの活用や、まちづくり協議会の
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発足など積極的に取り組む必要がある。 

 

参考－模擬策定作業におけるアンケート結果（回答者 22 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


